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http://www.mlit.go.jp/road/bosai/fuyumichi/tirechains.html

Ｑ：チェーン規制はどこで実施するの？

平成30年度 チェーン規制調整箇所
【直轄国道】

【高速道路】

※今年度神奈川県内では実施予定はありません。

Ａ：
急な上り下りがある峠などで、過去に雪による立ち往生や通行止めが起こった場所の中で、
タイヤチェーンを着脱できる場所や通行止めが解除されるまで待機できる場所がある区間で実施します。
なお、チェーン規制時には、規制区間の手前でタイヤチェーン装着状況の確認を行います。


